
　町では、ＬＥＤ照明（LED電球及びLED照明器具）の普及促進により電力使用量の削減及び温室効果ガス削減を目
的として、一般家庭に設置するLED照明の購入費用の一部補助について期間を延長することといたしました。

・町内に住所を有する方
・自ら居住する住宅に設置するためのLED照明を町内の家電品店等で購入した方
・町税を滞納している者がいない世帯の方　　など

補助対象者

　平成28年4月1日（金）から平成29年3月17日（金）までに購入したLED照明の費用。（設置費、工賃等
は補助対象に含まれません。）

補助対象

　LED購入費の１/２以内　20,000円が上限ですが、ＬＥＤ電球のみの場合は5,000円が上限です。補助金は、幌
延町商工振興会の商品券で交付しますので、500円単位になります。

　補助金申請書に領収書の原本（購入者氏名、購入年月日、製造メーカー、品名、数量、金額が明記され、領
収印が押されたもの。これらの要件が具備されていれば、レシートでも可。）を添えて提出してください。
　補助金の申請は、１戸の住宅を１世帯とし、１回限りです。

補助金額

補助申請

各種補助制度をご活用ください各種補助制度をご活用ください各種補助制度をご活用ください
家庭用ＬＥＤ照明等購入費補助制度家庭用ＬＥＤ照明等購入費補助制度

　幌延町は環境負荷の少ない電気自動車の導入を促進します。電気自動車もしくは電気自動車用充電設備を購入す
る町民の方に対し、その購入費用の一部を補助します。

①個人
②幌延町内に住所を有する者
③町税等を滞納していない者
④暴力団員でない者

補助対象

①電気自動車（幌延町が課税する軽自動車税の対象となる車両に限る）
　補助基準額の1/6（千円未満切り捨て）
②住宅へ電気自動車から電力を供給できる機能を持つ充電設備
　補助基準額の1/3（千円未満切り捨て）
※補助基準額：本体購入価格と公共的団体が公示する価格のいずれか低い額
例）三菱 i-MiEV(15モデルＭ)
2,094千円（税抜車両本体価格）⇒ 町補助金349千円【1/6補助】
国補助金330千円～実負担額1,415千円（諸費用・消費税等別途）
例）ニチコン普通充電設備（住宅給電設備付き）
　480千円（税抜本体価格）⇒町補助金160千円【1/3補助】
国補助金240千円～実負担額80千円（諸費用・消費税等別途）

補助金額（国補助金との併用可）※平成28年度以降の国補助制度の変更に伴い、補助基準額を変更する場合があります

幌延町電気自動車等導入促進補助制度幌延町電気自動車等導入促進補助制度

　幌延町ふるさと創生基金を財源に、個性的で活力あるふるさと創生に資する活動事業に対し、補助する制度です。
これまでに、この補助事業を活用して、23件の事業が行われています。（平成3年～平成27年度）

幌延町
補助事業者

　 町内の団体・個人及び中小企業者（一定規準以下の会社及び個人、事業協同組合等）、財団法人及び社団法人、
NPO法人

補助対象者

補助対象事業

幌延町まちづくり補助事業幌延町まちづくり補助事業

　町では、再生可能エネルギーの導入を促進し、町民の環境保全意識の高揚及び温室効果ガスの排出抑制を目的と
して、平成25年度から住宅用太陽光発電システムの設置費の一部を補助していますが、本年度も次のとおり補助の
受付を開始します。

・町内に住所を有する方
・自ら居住している、または居住しようとする町内の住宅（店舗等との併用住宅を含む、以下同じ）に新たに太陽

光発電システムをこれから設置する者。（アパートや長屋などの共同住宅は対象外。）
・平成２９年３月１５日（水）までに『事業完了報告書』を提出できる方
・町税を滞納している者がいない世帯の方

補助対象者（次の全てに該当する方）

　住宅用の発電システムであり、最大出力が10kw未満で、システム価格が50万円/kw以下のもののシステム
価格及び設置費用。

補助対象

　太陽光電池の最大出力（上限4kw）の整備費用の１/２で1,000,000円が上限です。

　補助制度の利用を希望する方は、あらかじめ産業振興課企画振興グループ（旧総務課企画振興グループ）に
お問い合わせのうえ、必要な書類を添えて補助申請書を提出してください。補助金の申請は、１世帯につき１回です。

補助金額

補助申請

【申請期間】　平成２８年４月１日（金）から平成２９年２月２８日（火）まで

【申請期間】　平成２８年４月１日（金）から平成２９年3月17日（金）まで

※補助制度の詳細と「補助金申請書」は町ホームページに掲載していますのでご覧ください。

住宅用太陽光発電システム設置費補助制度住宅用太陽光発電システム設置費補助制度

問い合わせ先　産業振興課企画振興グループ　電話 5-1113・告知端末機 5-8814（旧総務課企画振興グループ）
問い合わせ先　産業振興課企画振興グループ　電話 5-1113・告知端末機 5-8814（旧総務課企画振興グループ）

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容 補助率 補 助 限 度 額

②地域活動事業

①産業・経済
　福祉振興事業

③生活環境整備
　事業

④人材養成事業

⑤イベント等
　創造事業
⑥町内会館
　整備事業

２／３

２／３

２／３

２／３

２／３

地域の特性や資源を踏まえ、本町の産業及び経済の
活性化または地域福祉の向上に貢献しうる自主的かつ
意欲的な取組で、新規性または先駆性を有する次に
掲げる事業
ア．調査研究事業
イ．施設・設備事業

ア．調査研究事業
　　150万円（一括交付）
イ．施設・設備事業
町内金融機関から受けた融資の
償還元金2/3以内
総額1,000万円 （年200万円）

本町の歴史、文化、芸術及びスポーツ等の振興を図
る活動 150万円

うるおいとやすらぎのある環境、景観づくり事業 150万円
地域の活性化及び国際・地域間交流等の推進を図る
ためのリーダー養成、研修会等の開催、交流事業等
ア．リーダー養成事業
イ．研修会事業
ウ．派遣事業
エ．招へい事業

ア．国内（1人）　　20万円
　　国外（1人）　　40万円
イ．　　　　　　　 20万円
ウ及びエ．※１団体15人限度
　　国内（1人）　　20万円
　　国外（1人）　　40万円

本町の特性をいかした魅力あるイベントや祭等創造事
業 150万円

800万円地域住民の自主的な活動と連帯感で、明るく住みよ
い地域社会づくりに資する町内会館の整備事業
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